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１．－健康への取組み 安心 健やかなまち－

市民は、自らの健康づく り に励み、 ライフサイクルを通じて地域の包括的な保健・ 医療

サービスを受けられることによって、 安心して健康な生活を楽しんでいます。

① 生活像を達成するために必要なこと

市民の役割

●自分の健康は自分で守る【健康増進】

・ 健康診断を受ける。

・ 積極的に歩いたり 、 運動したり 、 70歳前後の人たちを対象に医療費、介護費の削減を
進めるなど多角的な健康増進プログラムに参加するなど、 積極的に健康づく り に取り

組み 10年の効果を測定して行く 。
・ 健康づく り は個人の意識から！自分の健康に責任を持つ（ 意識がなければ、 市が行っ

ているサポート や提供している情報も知ることができない）。

・ 自治体で行う ラジオ体操など、 地域とのふれあいを通しての活動により 心身と もに健

康に。

・ 食べ物の正しい情報を把握し、 地場産材料を使った手作り の安全な食べ物をいろいろ

とバランスよく 食べる。

●できることは自分たちで行う【健康増進】

・ 健康増進に向けたボランティ ア活動に参加する。

・ 地場産の食材を買える 「 朝市」 を各地区で開催する。

●いざというときのための準備をする【医療体制】

・ いざと いう と きの対応と して、「 私を助けてく ださい情報※」 や身分の分かるものを常

に携帯する。

・ 中核病院がない座間だからこそ、 いざという と きに大学病院へ紹介してもらえるよう 、

「 かかり つけ医」 を見つける。

●ネットワークづくり【医療体制】

・ いざと いう と きに助け合える地域ネッ ト ワークづく り が重要である。

・ コミ ュニティ センター、公民館の利用を増やす（ 交流機会を増やす）。

●市民が開業医を育てる【医療体制】

・ 市民が開業医を育てる （ いいと ころを認めてあげる取り 組み）。

※「 私を助けてく ださい情報」 と は、 氏名や既往症、 かかり つけ医の連絡先、 飲んでい

る薬等の情報を記入した用紙を冷蔵庫に入れておき、 いざと いう と きに迅速に救命救

急活動をできるよう にするもの。
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行政の役割

●健康増進の機会・場の充実【健康増進】
・ 総合的な高齢者健康増進プログラムと して市の取組みを整理し、 対象年齢ごと に健康
づく り をサポート して欲しい。
・ コミ ュニティ センターを活用した健康増進プログラムを充実して欲しい。
・ 健康のためのいろいろな料理教室を開催して欲しい。
・ 団体スポーツだけでなく 、日常的に運動できる身近な場所を整備して欲しい（ 河川敷
や校庭の活用、温水プールなど）
・ 障害者や高齢者は、一般市民といっしょにグランド等の施設を利用すること が難しい
ため、専用の運動施設や市民農園を整備して欲しい。
・ 現在ある総合体育館やプールへのアクセス改善が必要である。 コミ ュニティ バスのル
ート や便数の見直し、電動アシスト 自転車助成など。
・ 公共施設の広域利用ができるよう 、他市との連携をしてほしい。
・ 子供に対する健康教育の充実（ 正しい身体の動かし方を教えてほしい）。
・ 朝市をもっといろいろなところで開催して欲しい。
・ 市民からの募集などにより 健康料理レシピを広報して欲しい。
・ 座間市は水と緑が文化であり 、 それらを活用した健康づく り を展開できないか。

●健康診断【健康増進】
・ 健康診断の充実して欲しい（ メ タボ検診に最近変わったが以前の方が良かった）。
・ 検診の設備内容の充実を図り 、場所を一箇所にまとめて欲しい。
・ 特保診断のサービスが手厚すぎる（ 自己責任の範囲で管理する部分もあるのでは）。

●情報提供の充実【健康増進】
・ 健康増進のための教室やサークル活動の支援及びPR・ 周知をして欲しい。
・ 定期健診のお知らせをわかり やすく して欲しい。

●医療体制の充実・連携推進【医療体制】
・ 周辺自治体に医療施設があるため、 大きな問題は生じていないが、大学病院、総合病
院を誘致するなど、 医療体制の一層の充実を期待する。特に、救急医療体制の充実を
希望する。
・ 検診を他市の病院で受けられるよう にするなど、広域的な連携体制が必要である。
・「 医食住」 を兼ね備えた座間駅前再開発を提案する（ バス路線が充実している座間駅前
に、 ク リ ニック、食事のできる商店街、住居を備えた再開発を行う ことを提案する）。
・ 開業医が開業したく なるまちにして欲しい（ 補助制度をつく るなど）。
・ 市が契約し訪問医を仲介するよう なシステムを構築したらどう か。
・ 市内の既存病院の医師不足が発生しないよう 支援する。
・ 高齢者の病院対策も根本的に見直す。

●市民活動・地域活動の支援【医療体制】
・ 孤独死や独居老人対策と して、市民の地域ネッ ト ワークづく り のサポート して欲しい。

●無保険者への対応【健康保険】
・ 医療保険に入れない方々へのサポート がどのよう になっているのか。

●感染症対策の充実【保健衛生】
・ 水害時の感染症対策を充実して欲しい。
・ 公共施設でのインフルエンザ対策。
・ 院内での感染を防ぐために、予防接種を病院以外で受けられるよう にして欲しい。
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２．－自立 ぬくもり 支えあうまち－

市民は住み慣れた地域社会のなかで、 自立し、互いに助け合い、支えあって、 生涯を通

して健やかに暮らしています。

① 生活像を達成するために必要なこと

市民の役割

●地域の福祉の輪を広げる【地域福祉】
・ 福祉サービスの利用者、ボランティア、事業者など、各々が相手を理解し尊重する。
・ 気軽にご近所同士が話しをできる仕組みをつく る。
・ 自分の得意とする分野のボランティア活動や地域活動に積極的に参加する。
・ ボランティアをはじめ多様な市民が集まる会合に参加する場合は、お互いに「 いいところ
探し」 をする気持ちを持つ。
・ 地域毎に、それぞれの地域に適したほど良い市民間の間合いを見つけ出すよう 、各々の市
民が工夫する必要がある。
・ 社協などもボランティアを育成する仕組みづく り に積極的に取り 組む。
・ 有償ボランティア、利用料を支払う福祉サービスについて、正しい認識を持つ。

●福祉情報を広める【地域福祉】
・ 市の施策や福祉サービスなどの情報を勉強し、困っている人に積極的に情報を提供する。
・ ボランティア活動の情報収集を積極的に行う 。
・ ボランティアを必要とする団体などは、 積極的に、 より大々的に広報活動を行う 。

●独居老人の安否確認を行う【高齢者福祉】
・ 独居老人は、一人暮らしをしていること意思表示する。
・ 自治会で独居老人に定期的に電話する仕組みなど、安否確認と地域内のつながり を意識で
きる仕組みをつく る。
・ 独居老人の安否確認を地域で行う ため、市民は些細な事（ 郵便物の溜まり 具合確認） でも
良いのでボランティアとして参加する。
・ 独居老人の異変などに気がついた場合、 市民が気軽に報告できる地域の仕組みをつく る。
・ 民生委員、自治会等が連携し合い、独居老人への対応を行う 。

●高齢者コミュニティを活発にする【高齢者福祉】
・ ケアマネージャーなどに限らず高齢者に接する人達は、高齢者を人の輪に引き込むよう常
に声がけを行う 。
・ 定年退職後には、家に閉じこもらずに積極的に地域にデビューする。

●自立した暮らしを続けられるようにする【高齢者福祉】
・ 老いて動けなく なる前に、要介護とならぬよう何をするべきか意識を持ち考え行動する。
・ サニープレイスで行われている介護予防体操の出張サービスを各地域で開催するなど、地
域に介護予防を推進するコーディ ネート 役を設ける。
・ 動物に関わる団体はアニマルセラピーの普及に活躍して欲しい。

●障がい者の自立を支援する【障がい者福祉】
・ 多く の市民が集まる会議などは、障がい者にも配慮した運営を行う必要がある。また手話
ボランティアとして活躍できるよう手話にも興味を持つことが望まれる。
・ 小さい頃から障害者と交流する機会を意識的に持つ。

●地域で子育てを支える【子育て支援】
・ 子どもを一時的に預かるなど、育児ボランティアにも積極的に参加することが望まれる。
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行政の役割

●活発な福祉ボランティア活動を支える仕組みをつくる【地域福祉】

・ ボランティ アを育成する仕組みづく り を市民、社協などと一緒に構築する。

・ ボランティ アの楽しみを増やし活性化させるよう 、 ボランティ アをした人にポイント

がたまり 、そのポイント でサービスを受けられるよう なボランティ アポイント 制度（ 永

久ポイント 化など） を創設する。

・ ボランティ アポイント 制度は、全国の団体ごと に異なる仕組みを統一して（ マイレー

ジポイント のよう にして） 広域的に使えるしく みや、他所の人が来て座間市でボラン

ティ アをするとポイント をためられるという 仕組みなど多角的に検討すべき

・ ボランティ ア活動をしたい人達が興味の持てるボランティ ア活動に参加できるよう 、

ボランティ ア活動の情報を周知する。

・ 市民にボランティ アの取り 組み方、 種類などの情報を発信し、 市民の教育訓練を進め

る。

●民生委員活動の支援【地域福祉】

・ 民生委員が大変忙しいため、 民生委員自体を増員するか、 民生委員を補佐する人を設

置する制度を構築する。

●福祉情報の適切な発信【地域福祉】

・ 転入者に対し、 市の福祉施設や福祉サービスがわかる資料一式を用意し渡す。

・ 市の福祉施策や市民団体の活動など、福祉サービスを紹介する広報を充実する。

●市民・民間の取り組みを適切に誘導する【高齢者福祉】

・ 市は、 民間企業が高齢者福祉事業を行う 際にも公的なバックアップや保証を設ける。

・ 市は、高齢者が安心できるよう 民間福祉サービスのバックアップができ無い場合は、

公的老人ホームや公的配食サービスを行う 。

・ 介護予防の講習会を地域で開催できるよう 支援する。

●安心できる老後を保証する仕組みをつくる【高齢者福祉】

・ 市は、 モゲージ型（ 住宅・ 土地担保） による死ぬまで安心した暮らしを保障する制度

を構築する。

●いつまでも座間市で暮らせる仕組みをつくる【高齢者福祉】

・ 少子化により 発生する空教室を老人施設（ できれば入所施設） に転用する。

●独居老人が安心して暮らせる仕組みをつくる【高齢者福祉】

・ 市の高齢者施策について積極的に情報発信し、 独居老人の緊急時の不安を解消できる

よう にする。

・ 緊急情報システムを現在の制度の対象者以外も活用できるよう に拡充する。 また、身

に付ける携帯式のシステムとする。

・ 独居老人に安否確認の電話をする仕組みなどを自治会が実施する際には、 市役所は音

頭をと って行う 。
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・ 普段表に出てこない独居老人をコミ ュニティ の場に呼び出す仕組み（ お弁当券を配布

して寄り 合いを行う など） を構築する。

・ 入谷小学校で行っている障害者と の交流の活動を全市に広げる。

●介護認定事務窓口の充実【高齢者福祉】

・ 介護認定の認定に関する事務を早期に行う 、 また介護等に関する窓口の一本化を市で

行う 。

●障がい者が安心して暮らせる環境をつくる【障がい者福祉】

・ 高齢化する障がい者の保護者が安心して年をと れるよう 、障がい者の受け皿や人的支

援の仕組みを構築する。

・ 障がい者の散歩コースのバリ アフリ ー化などをはじめ、 市内をユニバーサルデザイン

の発想で見直す。

・ 市は、施設の最終的な管理者と して、障がい者に配慮したイベント や事業が行われる

よう 、利用する業者等と契約する。

・ 手話ボランティ アなど、障害者の自立を支援する人材を育成する。

・ 公共施設の利用時をはじめ、 多く の人が参加できるイベント や事業を行う 際、車椅子

料金や介助の必要性を明確にし、障がい者の介助者の利用料を無料にするなど、障害

者に配慮した運営を行う 。

●働きながら子育てできる環境をつくる【保育支援】

・ 駅の近く 、利用しやすい場所に保育施設の開設を誘導する。

・ 子どもを安心して生み育てられ、経済的にも配慮された保育環境を確保する。

●支え合う子育て仕組みをつくる【子育て支援】

・ 母親達の集まり に育児のプロフェッショ ナルな人を派遣し、子育てで孤独にならない

よう な支援を行う 。

・ 働く 両親の子育て支援と して、中学校のお弁当有料配食を行う 。

●支え合う子育て環境をつくる【子育て支援】

・ 早朝保育の場となっている児童館が狭く 古い。建替えや修繕を計画的に行って欲しい。

●セーフティーネットを機能させる【生活困窮者対策】

・ 父子家庭の生活困窮や子育て支援などにも取り 組む。

・ 生活困窮世帯などの子ども達には、食育の観点からも小学生の朝給食を行う 。

・ 外国人の生活困窮者の実態を把握し、適切に対処する。

・ 生活保護の給付金に厳密な審査を（ 年金より高額なのはおかしい。）

・ ホームレス対策を考えてほしい。
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３．－ともに考え ともに歩む 安心のまち－

市民相互や市民と行政と の連携により 、多く の市民が各々の個性を生かし、まちづく り の

主役と して活躍することで、 市民生活が豊かになっています。

多様な地域コミ ュニティ が活性化し地域の連帯感が増すと と もに、防災・ 消防体制が整う

こと で、 安心して生活できるまちになっています。

市民は、生活する上で様々なト ラブルに巻き込まれること無く 、また、差別や偏見が無い

地域社会で安心して暮らしています。

① 生活像を達成するために必要なこと

市民の役割

●市政に関心を持つ【市政広報】

・ 広報や回覧板など提供される情報をしっかり 確認する。

・ 市が取り 組む事業・ 計画を市民が興味を持って勉強し、 積極的に意見を述べる。

・（ 市民団体など） 市民が情報資産をもっと活用すると と もに、 市政情報全般につい

て的確に監視するべき。

●積極的な自治活動【コミュニティ活動】

・ 自治会に積極的に加入・ 参加する。

・ 自治会の必要性やメ リ ッ ト 、デメ リ ッ ト を明確化し、 自治会に対する認識をあらため

る。

・ 高齢化社会に対応するため、 自治会を積極的に活かす。

・ 自治会役員の負担を軽減する。

・ 魅力ある自治会づく り 。

・ 自治会などで何か催しなどをするために、日頃からコミ ュニケーショ ンを図る。

・ ごみ出しはマナーを守る。

・ 近所の人々とあいさつしあう 。

・ コミ ュニティ バザー等での野菜等地元の物を利用してほしい。

・ 自治会の役員活動を楽にすることで加入しやすく 活動しやすい雰囲気をつく る。

・ 市民は自治会活動に積極的に参加する。自治会は参加しやすい雰囲気づく り に努める。

●地域コミュニティ活動への参加【コミュニティ活動】

・ 地域でサロンをつく り 、 コミ ュニケーショ ンを図る場と して活用する。

・ 自治会は、近所の市民が顔をあわせる機会を工夫し、 多く 開催する。

・ 市民は、近所の人達が顔をあわせる機会に積極的に参加する。

●ＮＰＯ・ボランティア活動の活性化【ＮＰＯ活動】

・ 市民は、 自らが何をできるか、 自らの能力が生かせる取り 組みを意識する。

・ 市民は、 市に頼らずに自分達から行動を始める姿勢が必要。

・ 多く の市民が参加できるよう 、 市民活動団体は公共性の高いイベント や活動に政治色

を出さないよう にする。

・ 市民活動団体は、過去からの慣習や形式にこだわらずに運営する必要がある。
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●多様な参画機会をつくる【市民参画】

・ 住民の意識の薄さを改善する。

・ 苦情や要望などはその都度市に意見をする。

・ 様々な行事へ参加する。

・ 人材バンクを創設する。（得意分野のある人の情報収集、 市民テンプスタッフ、 シルバ

ー人材センターの改善、能力のある老人の活用）

・ 高齢者がいろいろな場所に顔出しできる様にする。

・ まちの美化を心がける。（ごみの分別や公園のごみなどを座間市民と して一人一人が自

覚を持って行う ）

●身近な取り組み【防災対策】

・ 身近な防災訓練をもっと開く 。

・ 災害時の独居老人の安否確認や広域避難場所への搬送などを地域ができるよう 、 行政

の支援のもと自治会が名簿を作成する。

●日ごろの取り組みで犯罪を防ぐ【防犯】

・ 子どもの登下校身守り など防犯パト ロールに協力する。

・ 自警団などを作る。（腕章などをして三人一組になって各地区に配置）

・ 普段の買物等を利用して防犯に協力する。

・ 犬の散歩の際に防犯の腕章を付けてもらう 。

・ イスを町中に置く 。（マンショ ン前、 アパート の前、子どもの通学路、坂の上）

●外国人との交流【人権・平和】

・ 外国人とのコミ ュニケーショ ンの努力。（偏見のない社会）

・ 外国人（ キャンプ座間含む） に対しても心を開き、仲良く 生活をする。
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行政の役割

●一人ひとりに情報を届ける【市政広報】

・ 新聞をとっていない世帯への広報の周知方法の開拓。

・ 広報ざまを各戸に行渡らせる。

・「 ざまっぷ」 を紙ベースでお年寄りにも読めるよう にする。

・ コミ ュニティバスを分かりやすく広報する。

・ 市長への手紙などに必ず返事をする。

・ 母親同士が育てあう交流の場を作り 、子育てのしやすい町としてＰ Ｒする。

・ 座間の案内地図を統一（ 名所・ 公園案内、民間バス・ コミ バス停の表示、バスコースの表示）

して作成するとともに、ホームページに同様の検索マップを設ける。

・ 市内にある啓発用の看板等がまったく更新されていない、必要性も含めて見直しも必要では

ないでしょ う か。原水爆等のモニュメント も必要以上にあるよう に見える、市役所に旗でも

立てればPRとしては十分ではないか。
・ どの施策に対しても共通してPRが不足している。充実を。

●広報活動【市政広報】

・ 地区毎の待機児童数の情報を公開するなど、市民が正確に政策を判断できる情報を具体的に

発信する。

・ 市役所として何をしているか、様々なメディアを活用するなど市役所自体のプロモーショ ン

活動を充実する。

・ 苦情・ 要望をする部署やシステムについてもっと啓発してほしい。

・ 市民の声を市政（ 協働） に取り入れるシステムを整備してほしい（ 例： 小学生の帰宅時の防

犯システムに年配者ボランティアを活用するシステムなど）。

・ 討議会の開催にあたって、現役の意見を多く聞く ために商店主など多様な人々が参加できる

土日又は夜間の開催検討も必要である。

・ 広報や生涯学習ハンドブックなどは良く できているし、市としてさまざまな取組みも行って

いる。しかしながら、それらが市民に伝わっていないことが問題であり 、広報活動の工夫が

必要である。

・ メールマガジンによる定期的な情報発信を行って欲しい。

●自治会活動の支援【コミュニティ活動】

・ 自治会の勧誘活動を行う 。

・ 自治会等の活動状況、情報を広報や市のHPなどを活用して広報する。
・ 自治会の必要性を明らかにし、入会するメ リ ット を感じられる工夫をする。

・ 自治会が再生に向けた活動をする際に、その適切な誘導を行う役割を積極的に行う 。

・ 地域活動を支援する際、地域の実情に即した機能する支援を行う 。

・ 自治会の加入促進と活性化の仕組みを構築する。

・ 新しい転入者に、自治会の加入手続きをどこで行えばよいかなど情報の充実を図る。

・ あいさつ運動推進のバックアップ。

・ う まく稼動している自治会の例を市役所で集約し、他の自治会へ情報提供を行う 。
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●地域コミュニティ活動への参加【コミュニティ活動】

・ どのよう なコミ ュニティ活動がどこで行われているかの広報を強化する。

●市民参加の支援【市民参画】

・ 有償ボランティアの推進。

・ いろいろな分野の活動や行事のボランティア活動の支援や募集、応募窓口対応。

・ 昔行われていた、住民の市や地域への貢献度を評価して玄関先に表示するよう な制度を現代に

会う形で工夫する。

●ネットワーク強化【ＮＰＯ活動】

・ 各ネット ワークどう しのつながりを強化する。（防災、子供会と老人会など）

・ 市の催しを増やし、平日夜または土日に開催する。

・ 市役所と NPOとのタイアップ等で、何ができる（ 市民参加） などの情報提供を受けられるよ
う にする。

●ＮＰＯ・ボランティア活動の活性化【ＮＰＯ活動】

・ 市は、市民が自ら持つ能力を発掘し気付く きっかけの場をつくる。

・ 市は、共助の強化を進める仕組みを構築する。

●多様な主体との連携・実態にあった訓練【防災対策】

・ 市内の事業所と災害時の防災協定を結んで欲しい。

・ 米軍との災害協定、相互応援体制の確立。

・ 必要なものが必要なところへ行渡るよう に災害備蓄等の状況確認の徹底。

・ 主婦や高齢者ばかり となる日常平日昼間を想定した防災訓練の実施。

・ 防災に関する身近で具体的な情報を自治会などを通じて教えてほしい。（何日食事が持てばい

い、市役所はどこまでできる、など）

・ 災害の際の避難所となるよう広い空き地を確保する。

・ 防災無線がよく聞こえるよう にしてほしい。

・ 災害時に使用する避難所に井戸を設置してほしい。

・ 独居老人との連絡方法（ 情報把握） を確保してほしい。

・ 災害時用として、避難所に設置する井戸堀を市民参加により行なう 。

●人的・物的環境整備【防犯】

・ 警備、防犯の有償ボランティアを募集。

・ 暗い通りが多いので街灯、防犯灯を増やすとともに、防犯に効果的と言われる青色に変える。

・ 車に貼る防犯のステッカーを市が用意する。

・ 防犯面の強化のため自警団を組織する。

・ 地域住民による見守り を推進し地域の目があることを印象づける。（小学校の下校時の見守り

運動の拡大版をイメージ）

・ 小学生の帰宅時の防犯システムに年配者ボランティアを活用する。

・ 入谷駅周辺の田んぼには街灯がまったくないので設置してほしい。

・ 座間高校の付近にチカンに注意の看板が立っているが、観光客なども訪れる場所と

なっているので、看板ではなく街灯や防犯カメラなどの整備をして欲しい
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●自治会との連携【消防】

・ 災害時の自治会と消防団との連携強化。

●姉妹都市・在住外国人との交流【国際交流】

・ 姉妹都市をもっとＰ Ｒする。

・ 座間に在住の外国人との国際交流イベント をコミ ュニティセンター等で開く 。

●騒音対策・相互理解【基地対策】

・ 基地の騒音対策についてもっと力を入れて取り組んでほしい。

・ 騒音（ 厚木飛行場） の制限。

・ キャンプ座間の一般開放を増やす。

・ 日米（ キャンプ座間） 交流のためのレクリ エーショ ン、文化交流などの充実。
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４．－豊かな心 明日への希望 育み合うまち－

市民は個性を尊重し、社会の一員と して自立と共生の中で学びあい、知・ 徳・ 体の調和

の中で伝統・ 文化を重んじそれぞれのライフステージにおいて教育の向上を目指し、豊か

な心を育み、その結果を生かし、社会形成に主体的に参画する協働のまちづく り の中で豊

かな生活を送っています。

① 生活像を達成するために必要なこと

市民の役割

●市民ボランティアで教育を支える【教育環境】

・ 小中学校で取り 組むＣＯ２ の削減のための緑のカーテン作り や、 遊具（ ジャングルジ

ム） づく り などボランティ ア活動への参加。

・ 学校のキャンプや林間学校に、野外活動に詳しい人のボランティ ア参加。

・ 人材を掘り 起こして、 地元の方が児童に田植え、 稲刈り 、餅つきなどを授業の一環と

して教える。

・ 登下校時に通り の角にボランティ アが立って見守る。

●幅広い年代の交流【生涯学習】

・ 母親だけ老人だけといった集まり が多いが、 生涯学習の一環と して、 年齢や立場を超

えて交流を図る場を作る。

・ ６ ０ ～８ ０ 歳でどう やって有意義に過ごせるか常に意識しておく 。

・ 市民大学に通ったり 、講座を受けて、文化的に豊かに過ごす。

・ パソコン、 インターネッ ト のレンタル貸し出し。

●家庭でのしつけ・豊かな体験【青少年育成】

・ 市街化区域の農地を芋ほり 農園と して、子供たちに芋ほり を体験させること により 豊

かな心を育てるべきである。

・ 他人の子供も勇気を持って注意する。

・ 子供はしかられた経験が不足しているので、家庭でのしつけをしっかり とする。
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行政の役割

●教育環境のゆとり・市民との交流連携【教育環境】

・ 学校の備品費の増額。

・ 教員が忙しすぎるので、 もっと教員の数を増やす。

・ 学校でもしっかり と子供をしかる。

・ 小中学校の児童生徒と中高年が意見交換する機会を設けて欲しい。

・ 父兄と学校が連帯感を持って、 いじめの解消に取り 組んで欲しい。

・ 母親がいない家庭の子なども通学しやすいよう に中学にも給食が必要。

●学校教育の役割の明確化【教育内容】

・ 自転車のマナー教育を市は市民と一緒にやって欲しい。

・ 着衣のまま靴を履いて泳ぐ経験を学校でさせる。（水の怖さを知る）

・ 学校は知識を教え、 しつけは家庭で教える所、役割を明確にして取り 組むべきである。

・ 学校教育は親の目線でなく 、子供の目線で行う 。

・ 教育の本質は相手を思いやる心だと思う ので、教育現場で徹底して欲しい。

・ 小学校で挨拶やしつけを行う べきである。（挨拶運動など）

●施設の有効利用【生涯学習】

・ 公民館の利用申し込みをインターネッ ト で出来るよう にして欲しい。

・ コミ センを多く のグループが使えるよう に、利用目的を明確にすべき。

・ 市民が IT技術を身に付けることは行政にも メ リ ッ ト があるので、資格をと る場合に市
が支援する。

・ 生涯学習の一環で様々な分野の講演会を２ ヶ月に１ 回程度行って欲しい。

・ 生涯学習の冊子も市民に浸透させる工夫が必要。

・ 児童生徒が少なく なってきたら空き教室の利用を考えるべき。

●図書館【生涯学習】

・ 移動図書館の充実、図書館の夜間営業、蔵書の充実など図書館を充実する。

●サークル活動【生涯学習】

・ 夕方からのサークル活動も充実できるよう にする。

●文化材の活用【生涯学習】

・ 市内の史跡めぐり など案内ボランティ アの活用検討。

●【市民文化】

・ 入谷歌舞伎のよう な、 すばらしい郷土芸能を市が支援すべき。

・ 高齢者が増えているが、地域ぐるみで芸術や文化にどっぷり つかれる町にして欲しい。

・ 市には美術館がないので、ハーモニーホールや市役所の空き部屋を代替拠点と して活

用すべき。

・ 市の文化活動に対する広報PRの充実して欲しい。

●【スポーツ・レクリエーション】

・ 谷戸山公園の付近に市にお茶やお菓子が出せるよう な休憩施設を造って欲しい。

（ 接客等は市民ボランティ アで対応）

・ スポーツや昔の遊びを子供たちに教えるボランティ アの登録制度の整備。

・ イベント に参加するための交通手段の工夫。

・ 校庭の開放はサッカー、野球以外にも公平に行う 。

・ 市民プールが必要、 市は水泳はじめ各種スポーツの選手権大会を開いて欲しい。
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５．－安全 憩い 快適なまち－

市民は、安全で環境負荷の少ない交通環境、 安心して住み続けられる居住環境、 市民が

集い、憩う こと のできる空間が確保され、快適な都市生活を営んでいます。

① 生活像を達成するために必要なこと

市民の役割

●歩行者・自転車の安全【交通安全】

・ 新興住宅地内の道路内で子供を遊ばせているが車が進入し危険な状況なので、 安全確

保の取組みを進める。

・ 歩道での自転車事故防止のため自治会・ ボランティ アによる歩道の交通整理。

●市民の関り【公園・緑地・広場】

・ 子供会、 自治会を通じて公園遊具更新に関しての意見を出す。

・ 公園の維持管理に関してのボランティ ア活動。

・ 市有地を活用した花壇整備や朝市・ 農家レスト ランなどのボランティ ア活動を実施

・ ひまわり を各家庭の庭先に植えるなど、花と緑のまちづく り を進める。

●住民の関り【道路整備】

・ 住民による花の育成（ 沿道への花植え等）

行政の役割

●ハードソフト両面の安全性確保【交通安全】

・ 車と自転車と の接触事故が多い市道１ 号線坂道の交差点における安全対策の推進

・ 交通量が多い通学路には緑のおばさんを配置。

・ スクールゾーン表示及び標識設置を拡充。

●公共交通の利用を促す環境整備【公共交通】

・ 市内のバスルート は、本数が少なく 利用しづらいため充実を望む。（ 特に朝の通勤ラッ

シュ時）

・ 市内名所（ 公園・ 河川・ 湧水箇所等） 巡回コースの開設。

（ 季節限定で花めぐり 、水めぐり コースの開設。お弁当付で 1000円ぐらい。
観光バスではなく 通常のコミ バスを活用）

・ 大凧祭り やひまわり祭り の無料バスのＰ Ｒ

・ 北向こう 申堂を通る電車を走らせてほしい。

・ 小田急線の駅が急行停車駅と なるよう に働きかける。

・ 駅（ 相武台） とハーモニーをつなぐ有料シャト ルバスの運行を行う 。

・ 路線バスの本数が少ない、バスベイをしっかり 確保して渋滞の緩和につなげる。
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●コミュニティバス【公共交通】

・ 市民が活用しやすいよう 、 市民の意見を聞き入れバス停・ 路線・ 運行時間などを見直

す。

・ コミ ュニティ バスが気になっているが、実際には便数や路線等の問題から利用したこ

とがない。高齢化社会を前にして、 一層の利用促進が必要である。 利用者増、便数増

といった好循環につなげる必要がある。

・ コミ ュニティ バスの需要を喚起する積極的なＰ Ｒ活動を行う 。

・ 市民の大半は高齢者専用の無料バスと思っているので利用方法をもっと Ｐ Ｒする。

・ コミ バスのバス停に（ 特に拠点と なる市役所バス停には） ルート 表示看板や乗車ルー

ルの記載看板を設置。

・ 市役所内にコミ バスへの誘導表示設置。

・ 市役所内でコミ バス乗車案内アナウンスを流す。

・ コミ バスの運行時間を市の行事の時間に合わせてほしい。

・ コミ バスの停留所を市のマップに掲載する。

・ コミ バスは費用対効果を踏まえて、廃止を含め見直しをすべき。

・ コミ ニティ バスの諸問題は別に専門会議を開催。

・ コミ ュニティ バスが地味。 も う 少し目立たせること で、乗車率も上がるのでは。

●大規模開発のルール【市街地形成】

・ マンショ ン等大規模開発に対してルール作り が必要。（緑道、歩道の設置と連続性確保）

・ 市街地形成ビジョ ンをしっかり とする。

・ 景観を考慮し、景観を損ねる建築は許可しない。

●選ばれる住みやすい座間市づくり【市街地形成】

・ 座間市に住もう 、住みたいと 、選ばれるよう 工夫をする。

・ 市役所周辺に市民が集まる施設（ 公共・ 民間） を誘致し、 まちの核づく り を進める。

・ 景観を考慮して自然を守った上で、 住宅の供給と か、 マンショ ンの供給と か出来るよ

う に長期的な視点で住みたい人が住み続けられる住環境の選択肢を広げて欲しい。

・良好な都市環境形成上望ましくない商業施設の立地に対する規制誘導の実施等による

駅周辺等市街地の健全な環境整備

●身近で豊かな環境の充実【公園・緑地・広場】

・ 公園遊具の更新・ 撤去等は住民説明を行ったう えで。

・ 公園と緑関係のネッ ト ワーク図が欲しい。

・ 座間市は自然豊かなまちであるため、 これら情報を積極的に活用すべき。

・ 企業の工場（ プロロジスパーク ） に「 緑や広場」 があり 潤える環境が見られる、 市民

にも開放してほしい。

・ 東原の桜伐採跡が花壇になっている。今後も緑化事業を継続

・ 観光地整備（ 湧水整備・ ひまわり 広場・ 公園等）

・ 大きな公園には売店を設置。

・ 全ての公園・ 広場に街灯設置。

・ 自然豊かで貴重な空間である相模川の河川敷の積極的な整備と管理。

・ 谷戸山公園内道路舗装は自然の土のままとする。（細部まで自然を残す。）

・ 谷戸山公園内の道路舗装を高齢者や車椅子でも利用しやすいよう に整備すると と もに、
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高齢者や子どもが使いやすい芝生広場なども整備するよう よう 県に要望

・ 子供がのびのび遊べる広場・ 遊び場を確保する。

・ 相模が丘なかよし小道の整備（ 小川を流して）

・ 相模が丘市民球場の有効活用

・ 緑地保全と して遊休農地を利用し、 一般者にコメ 作り を行なわせるなど、農業を支援

する。

・ 崖地や農地での緑地保全に取り 組んで欲しい。

・ 地価が高く 公園用地確保が難しいと思う ので、 崖地や荒地などを先行取得しておく と

いう こと も考えるべき

・ 谷戸山公園の池の水質改善が必要である。

・ 番神水公園などを利用してきれいな水をアピールする。

・ サンバチェンス（ CO2等を通常の植物より 8倍も吸収する） の種を全市民に配り 緑化
推進のため植えてもらう よう 呼びかける。

・ 近隣住民による公園の管理、整備を行う 。

・ ボランティ アの参加による公園づく り の工夫。

・ 公園や市民農園など、 多様な利用実態合わせた整備をする。（農園の灌水など）

●墓地【公園・緑地・広場】

・ 高齢化が進む中、公的墓地を整備する。

●人と車にやさしい道 【道路整備】

・ 市の案内地図に統一が無く 、利用しづらい（ コミ バス停留所の案内図は大まかで場所

の特定ができない）

・ 相武台前駅北側ロータリ ーが狭く 、利用しづらいので改修して欲しい

・ 座間駅内ロータリ ーの拡張整備。

・ 市道５ 号線相武台１ 号踏切手前の道路の歩道整備。

・ 道路が狭く 歩行者が危険なので片側だけでも（ 基準以下の歩道幅でよいので） 歩道を

設置してほしい。（ 歩行者視線）

・ 車椅子や利用者等に配慮し、 歩道の段差解消や歩道の車道側への傾斜の解消を行う

・ 起伏が激しく 移動が困難、改善を図る必要がある。

・ 道が狭すぎて対向車とすれ違えないので車道拡幅を（ 車両視線）

・ 市外からのお客も多い相武台前駅からハーモニーホールまでの案内を分かり やすく す

る。

・ 目久尻川脇の道路について、 歩道を設置してほしい。 (市道15号線)
・ 街路樹の伐採は住民説明を行ったう えで行う 。

・ 側溝清掃の回数を増やす。

・ 道路整備予算を大幅に増額すべき

・ 座間駅前の交通渋滞の解消のための整備

・ 相模が丘地区と谷戸山公園の中間点に「 道の駅」 のよう な休憩所がほしい。
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６．－おいしい水 安全な水 衛生的なまち－

市民は、安全でおいしい水の供給を安定して受けています。また、下水道の適切な維持・

管理により 、衛生的な生活が営めると と もに、大雨の時でも浸水などの被害が少ないまち

になっています。

① 生活像を達成するために必要なこと

市民の役割

●水道事業【上水道】

・ 市民は座間の水道事業を理解する

●浸水被害対策の理解と実践【下水道】

・ 住宅敷地内に雨水浸透桝を設置する。

・ 雨水処理の方法を認識する。

・ 家庭での雨水浸透率を上げるため、 コンク リ ート にする場合、浸透性のある構造とす

る。

●上下水道施設の維持管理への参加【上水道】【下水道】

・ 施設の維持・ 管理について、 地域市民と共に体制を創る。

●下水道事業に対する理解を深める【下水道】

・ 将来の下水道のあり 方(健全運営)を考えると 、市が説明責任を果たす中で、料金改定な
どの個人負担を覚悟する必要がある。

・ 市が提供している水道・ 下水道事業の各種データを確認し、取り 組み事業を認識する。

・ 大切な川を汚さないために、 地域ぐるみで下水道接続率 100%を目指す。

●水質の保全【上水道】【下水道】

・ 油を固めて捨てるなど汚い水を流さない工夫をする。

・ 湧き水を大切にするため、日頃から周辺にゴミ を捨てさせないための監視活動(市に通
報)を行う 。
・ 湧き水の大切さについて、家庭内で教育する。

・ 湧水の周辺環境について、清掃ボランティ アなどの体制づく り が必要

・ 地下水涵養のため、不法投棄を発見したらすぐ市に通報する意識をもつ。

・ 相模川沿いの清掃活動に参加する。

●節水対策【上水道】

・ ガーデニングなど雨水を利用する。

・ 節水こまを利用するなど、節水の工夫をする。

・ 風呂の水は、洗濯水や庭木への水やり に転用する。

・ おいしい座間の水は、冷やして飲む。

・ 雨水と風呂水を集めて庭木や洗車水に転用できる個人の施設を普及する。
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行政の役割

●おいしい水の安定した提供【上水道】

・ 座間のおいしい水を将来にわたり 確保する。

・ ペッ ト ボト ルの座間の水の販売、 PRする。
・ 市の水道供給について、 地下水割合を現状より も多く して欲しい。

・ 地下水による安全な水を確保するため、道路の浸透舗装化を推進して欲しい。

・ 座間の水はたいへんおいしいので地下水資源保全事業を継続して欲しい。

・ 鈴鹿・ 長宿地区のよう な湧水整備箇所をどんどん増やして欲しい。

・ 湧き水を保全するため、 ゴミ 投棄対策など管理面を工夫して欲しい。

・ 地下水保全のため、新規工場の進出に際し、節水指導をして欲しい。

・ 湧水周辺の環境整備を行う 。

●節水対策【上水道】

・ 地下水保全のため、水道メーターで水圧を落と すなど、水道の水圧を低く し、水道事

業者自ら節水対策を講じて欲しい。

・ 節水装置に対する補助制度を創設して欲しい。

●水道事業【上水道】

・ 市役所は水道事業の健全経営に努める。

●情報提供・意識啓発の充実【上水道】【下水道】

・ 市が提供する水道・ 下水道事業の各種データの広報PRを充実する。
・ 水の大切さについて、 もっと 学校の教育に取り 入れて欲しい。

・ 浄水器など悪徳業者への対応、防止の広報を強化する。

・ 子供を含めた市民が、 もっと水道・ 下水事業の仕組みについてわかる説明会や見学会

を開催する。

・ ホタルの住むまちをもっとアピールする。

・ 芸能人の「 さかなく ん」 を呼んで、子供達に川の自然の大切さに興味をもたせる。

・ 座間の水の PRと して、夏場などに他の天然水と飲み比べができる催し物を開催する。
・ 公営企業の経営なので、 水道料金、 下水道料金でまかなっているのだと いう こと を折

に触れてアピール。

●下水道接続率の向上【下水道】

・ 公平性を保つ中で、下水道接続促進のための補助制度を創設したらどう か。

・ 下水道接続促進のための PRを行う 。

●浸水対策の充実【下水道】

・ 雨水貯留施設への補助制度を創設したらどう か。

・ 雨水浸透桝の設置促進のための PRをしたらどう か。
・ 水害のないまちとするため、豪雨対策と して雨水管整備を早期に実施して欲しい。

・ 河川下流域での浸水被害を抑制するため、雨水量調整のための遊水池を整備して欲し

い。

●排水施設の有効活用【下水道】

・ 開渠排水施設上の有効活用。
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７．－環境との調和 暮らしの活力 持続可能なまち－

市民や事業者は、 世界的な地球温暖化への取り 組みや、 ごみの分別や減量化･資源化な

ど環境負荷の軽減に積極的に取り 組み、 自然と調和した良好な環境を形成しています。

産業においては、個々の経営が安定していることはもと より 、農商工連携のもとで地域

資源や観光資源の活用などにより 、地域経済の活性化が図られると と もに、安定した雇用

と福利厚生などにより 、充実した生活環境が維持されています。

① 生活像を達成するために必要なこと

市民の役割

●環境の美化【環境保全】

・ 美化デー以外にごみ拾い等を実施する。

・ 自動販売機を設置させる場合は、 ごみ箱も必ず設置させる。

・ 空き缶ポイ捨てに対するマナーを向上させる。

●ゴミの分別やリサイクルに取り組む【資源循環型社会】

・ ゴミ 出しに対する意識が低い市民もいる。 分別などのルールを各家庭でも実践してい

く 必要がある。

・ 生ゴミ のリ サイクル（ 各家庭でできる範囲で埋めたり 、肥料と して使ったり する）。

・ ごみ集積所にビン・ カンなどをさらに細かく 分別する。

・ 民地の借り 上げなども視野に集積所用地を確保や場所の見直し等により 、 安全面と環

境面の対策を行う （ しっかり 蓋ができるものが好ましい）

・ ごみ集積所の相互協力（ カラス対策と して蓋付集積場を自治会枠を超えて利用）

●地域産業の活性化に貢献する【商業】【農業】【工業】

・ 市民団体などから名産品を出す（ 口コミ の力など）

・ 地消の意識をもつよう にする。

・ 市の PR方法に関する市民討議会を行う 。
・ 市民がより 良い場所で気軽に行けるよう なショ ッピングセンターの誘致。

・ 各地区商店街の振興。
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行政の役割

●低炭素社会の実現に向けて【環境保全】

・ 電気自動車の導入など、 環境にやさしい交通体系、交通を促進する（ できれば数値目

標も定める）

●資源循環型社会に向けての取組みの充実【資源循環型社会】

・ ゴミ 置き場によってはボックスやネッ ト を採用していると ころもある 。景観の面から

もそのよう な改善が必要である。

・ ゴミ 出しに関して、日数や出し方について見直して欲しい（ プラゴミ が週一回では少

ない）。

・ 市でエコの一環と して家具修理の業者仲介をして欲しい。

・ ゴミ 排出量を抑えるため、 減量の目標数値を多く設定してほしい。

・ ゴミ のリ サイクル率を上げて全国ト ップ 10を目指したらどう か。

●環境の美化【環境保全】

・ 犬の散歩がしている人がしっかり とマナーを守っていないので、 行政と して規制やル

ールの厳格化を行って欲しい（ その他シルバーを使った見回り なども行ってみては）。

・ 野良猫等の対策。

・ 美化デーを明確に PRし、 カン ・ ビンの回収箱を設置してはどう か。
・ 美化デーで集めた缶・ ビンを回収する専用の箱をあらかじめ設置。

・ 公園の美化を支援する（ 市の花等を使う ）。

・ ごみをきちんと出さずにためている家があって迷惑しているので、 まちの衛生や安全

を守るために、 市民の活動に対しても市・ 県による適切な指導が必要。

・ 美化デーで道路清掃を実施したが事故への補償が懸念され、 自治会と しては積極的な

対応ができない状況と なったため、道路の通行止めなどの実施にあたり 、行政の垣根を

はずして対応してほしい。

●生物の生息環境【環境保全】

・ 座間の３ つの河川について生物が棲み続けられる環境の保全をして欲しい。

●環境保全に向けた意識啓発【環境保全】

・ 電気使用量がわかる機械がある、 市など自治体で貸し出しを行う こと検討されては。

・ 環境の関する啓発イベント を行う 。 (イメージはチャリ ティーコンサート )通常のイベン
ト （ ライブや劇） より 格安で行う 。

●観光の振興【観光】

・ 湧き水の PRをもっと してほしい。
・ ロードマップや案内板をしっかり 設置し観光資源と なり う るものの PRを行う 。
・ 桜並木の利用方法などの今後に対する市の方向が充分に示されていない。周辺住民も

含め広く 情報の提供に努めるべき。

・ 桜並木と名産品の PR。
・ これまでの座間の歴史を紐解き観光資源の再確認を行う 。

・ 相模川周辺を観光資源と して開発したらどう か。
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・ 相模川の釣り を無料化する（ 現在漁業権等で 1,000円程度の負担金がかかる）。
・ 有償の観光ボランティ アを育成する。

・ コミ ュニティ バスを観光スポッ ト へ通し交通利便性を確保する。 また、 コミ ュニティ

バスのデザインに関してさらに改良を検討して欲しい。

・ 大凧祭り などの写真集を市のホームページに掲載し、 年賀状に印刷できるよう にする

などして市の宣伝をする。

・ ふる里まつり は交通規制をした上で、パレードを復活して欲しい。

・ 水の大切さ 、観光のためにも湧き水巡り でアピールしてほしい。

●産業誘致【工業】【商業】

・ IT産業やコンテンツ産業の誘致を行う 。 また誘致に際しては市で税金の優遇など好条
件を付与する。

・ 単独のリ ハビリ センターを見る機会が少ない、医療施設の誘致などを行ったらどう か。

・ 企業に対して太陽光発電助成を。

●農業の振興【農業】

・ 朝市などを活性化し、 地産地消を確立できないか。

・ 利用していない土地がかなり ある 、 市民農園と して活用できないか。

・ 休耕農地などを集めて、 市民農園の規模をこえて職業と して農業をやり たい人へ市が

仲介を行って農家維持を図る。

・ 大規模な直売所を設ける、 地域の農作物の販売促進を支援したらどう か。

・ 地産地消を推進するために農業の保護を行う 。

・ 座間でとれた米、野菜のみを使用する地産地消の食堂を作って欲しい。

●商業の振興【商業】

・ 市の核、中心市街地がないため、他市に客が流れている（ 海老名・ 綾瀬） と思われる。

座間の中心（ 商業的な意味も含めて） を作る必要がある。

・ 他市から来た人に対する PRが不足している。やはり 一番目立つのは駅なのでお店を集
約して、 そこで大凧や特産品などの PRも行う 。
・ ベンチマークからもわかるよう に座間市は飲食店数が多い、 これを利用して座間駅の

再開発を行い食に特化したショ ッピングモールを作ること を提案する。他市のショ ッ

ピングモールと違い被服を扱わないこと と し、 駅前の再開発により 移動しなく てはな

らない商店等を駅ビルのなかに代替と して入ってもらう 。

・ B 級グルメの市内コンクールを開催したらどう か（ 報酬を出して全市民単位から意見
の募集を行う ）。

・ いっぷく茶屋のよう なものを設置する（ 場所は市で確保し働き手はボランティ アなど

を使う ） 道の駅のよう なイメージで産品の販売も行い地産地消を図る、 コミ ュニティ

形成の場と しても利用できる。

●まちの核やアクセス環境の整備【商業】

・ 中心市街地が欠如している。 ある程度集約をして市街地をつくって欲しい。

・ 人口や観光客の増加を図り 、最終的に座間市内に急行の停車駅をつく って欲しい。

・ 日常的に使用する道路の状態やアクセスが悪い。歩道の整備もしっかり 行って欲しい。
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●イベントの開催【観光】【商業】

・ 人を他所から呼べるよう な大きなイベント を実施して欲しい。 イベント などの際には、

市が音頭をと り 、各団体の連携を図って欲しい。

・ 市の PR方法に関する市民討議会を行う 。
・ 谷戸山公園の蛍を利用し、 クラシッ クのコンサート を開催する（ 毎年実施することで

自然と根付き、名物になる）。

・ 市は観光案内・ イベント の PRを充実させる。

●ソーシャルビジネスの起業支援【商業】

・ 自分の特技などを市に登録して仲介するよう なシステムづく り をして欲しい。 その後

は、 ソーシャルビジネスのよう に日常生活に対する介助などを有償で行う こ と を支援

する。

・ 市民の力（ ボランティ ア） をう まく使う ために専門のボランティ ア課を設置する。

●高齢者雇用の充実【勤労者福祉】

・ シルバー人材センターの活用手段を再確認、有効活用を行う 。
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８．－未来志向 的確な判断 確かな希望をいだける経営－

市役所では、目標達成に向けた施策の重点化や財源の有効配分を行う こと で経営資源が

有効に活用され、柔軟で機動性の高い行政経営が行われています。

また、財政基盤の強化、資産の適切な管理・ 運用を行う こと で、社会経済情勢が激変す

る時代においても将来にわたり 持続的に発展可能な希望をもてる都市となっています。

① 生活像を達成するために必要なこと

市民の役割

●財源の確保に貢献する【財政運営】

・ ブランドを作る（ 名物の芋、座間の水、大凧、 ひまわり ） ボランティ ア（ 農家の人や

商店など人材）。

・ 市内の商店（ 個人） で買い物をする。

●市民でできることは市民で行い、持続可能な財政につなげる【財政運営】

・ 地域活動に参加する。

・ ボランティ ア活動に参加する。

・ 公園などの管理を市民の手で行う 。

・ 美化のボランティ ア（ 公園など公共施設の草刈を行う ） →ボランティ アは有料で。

●市の戦略を信頼する【戦略経営】【財政運営】

・ 市民は市の政策や財源配分に対し不満があっても我慢する。反対しない。（ただし、市

は説明責任を果たすこと ）

行政の役割

●市政の基本方針【トップマネジメント】

・ 箱物行政（ ハード ） からソフトへ施策を展開する。

・ 市長の随行が多すぎるように見えた（ 中学校運動会でのあいさつで）。

●コスト削減【財政運営】

・合理化を推進し、職員数を減らし、人件費を削減する（ リ タイヤした市民やシルバー人材の活用）。

・ 事業、仕事の見直し、無駄な仕事はしない

・ 市民まちづく り討議会に関してコンサルタント に依頼するのは費用の無駄（ 今回は１回目だから

理解できるが、 ２回目以降は不要）。

・ 財政、コスト 削減にしぼって、市民の意見を聞く討議会を行う （ 民間のアイディア）。

●財源の確保【財政運営】

・ 市役所大きすぎるので、民間に貸し出したらどう か。

・ キャンプ座間の関係で国からの助成金をもっと要求する。

・ カムバック日産プロジェクト 。

・ コミ ュニティバスについて、業者委託ではなく運転などはボランティア、低報酬で運行したらど

う か。
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・ 若者の働きやすい環境を整える。

・ 企業誘致を進める。

・ 転入・転出する人にアンケート実施（ 若者が住まない、転出者が多い）し、人口定着につなげる。

・ キャンプの返還を進め、民間に貸したり 、 PFIで公園などの整備を行う 。
・ 手数料（ 住民票） の見直し、水道や下水道料金の改定など、受益者負担の適正化。

・ 核になるものが座間には無いので、核をつくる（ 座間といえばこれという もの、目玉） り 、商業

の活性化や人口増加につなげる。

・ 入谷駅周辺の整備（ 人が集まるような）

・ 過去にある会議に出席したが、資料が立派すぎる。今回の資料ももったいない（ 後期基本計画書

を配る必要は無いのでは）。

●ボランティア活動の促進【財政運営】

・ ポイント制、報酬、市の統括など、ボランティア活動が積極的にできるような環境を確立する。

・ 高齢者の活用、市とのタイアップを推進する。

●資産の有効活用【財政運営】

・ 市役所の会議室を市民にも開放し有効利用できるようにする。

・ いい箱物があるのに使いきれていない。PRが足りない。空いているのに使用料が高くて使えな
い。使用料を見直して欲しい。

・ 情報提供を充実して欲しい。

・ 市役所を中心に色 ス々タート させる。市役所に来れば何でもできるようにして欲しい。

・ ひまわり食堂はイス、テーブルが安っぽく メニューも貧弱なので工夫して欲しい。

・ 現在も行っている図書館の他館から本を取り寄せるサービスを継続して欲しい。

・ 図書館は古くなりスペースや蔵書数も少ない、市役所のスペースを活用し拡張してはどうか。

●資源配分の適正化【戦略経営】

・ 優先順位をつけて効果の大きいものから

・ 誰にもできる仕事は民間やボランティアで

・ 補助（ 扶助費） をしているものの実態調査を定期的に行う 。

・ 思いきった政策をとる→説明責任をはたす。

・ 市民からの税金を有効な施策に充ててほしい。

・ 定年後の経営経験者の力を生かして、今後の戦略に生かせる体制をつくる。

●ビジョンの共有【戦略経営】

・ 総合計画（ 4次計画） において、みんなで何を目指すのか、みんなで共有できるよう にするべ
き。
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９．－市民起点 柔軟な発想と行動 信頼される市役所－

市民は、市民起点で柔軟な発想と主体的な行動ができる職員や市役所に対し、十分な信

頼感を持っています。

① 生活像を達成するために必要なこと

市民の役割

●市政に関心を持つ【財務管理】【議会運営・選挙】

・ 選挙に必ず参加する。

・ 行政に興味を持つ。

・ 議会を積極的に傍聴する。

・ 市の財政状況などに関心を持つ。

・ 広報には目を通すよう にする。

・ 税金（ 給食代等も含めて） 未納者がないよう に対策を。

●意見や苦情を発信する【職員育成】

・ 市民として感じたことは発信するよう にする（ 窓口サービスや市政の改善につながる）。
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行政の役割

●窓口サービスの向上【窓口サービス】

・ 市民カードで取れる書類（ 課税証明等） を充実して欲しい。

・ 窓口での同様な資料、パンフレット はまとめてほしい。

・ 土曜、日曜にも、例えば住民票発行の書類等を受理してほしい。

・ 手続きが煩雑である場合があるので、迷わないよう な案内や簡潔に済むよう総合窓口の設置な

どによる手続きの 1本化などサービスの充実に努めてほしい。
・ どこで何を行っているのかなどの分かりやすい説明が必要である。

●新たな手法による窓口サービスの充実【窓口サービス】

・ 公園の遊具が壊れたときなどにすぐに対応するよう な「 まずやる課」 を設置する。

・ 窓口サービスを向上させるためには、施設の予約状況を把握できるよう なシステムが必要であ

る。

・ 市内で行われる様々なイベント 情報を集約し、そこで聞けば分かるという部署を行政で作る。

・ イベント課を設置し、月１度程度のイベント の実施と市民からの協働開催等の窓口となる。

●情報資産の有効活用【情報資産の活用】

・ インターネット での情報提供サービス内容の充実と誰でも簡単に受けられる（ 年齢、経験など

に関わりなく ） 仕組みづく り 。

・ 観光マップや散策コースなど、もっと市民にＰＲし、ホームページで見られるよう にする。

・ 広報紙以外の市民への情報周知の手段を検討し、 より 多くの市民に伝える工夫をして欲しい。

●職員の接遇改善【職員育成】

・ 市役所の窓口対応は良いと思う が、市役所の２階以上のフロアーの職員は、市民が来ても声を

掛けないことが多く見受けられるが、職員の方から積極的に用件を伺う などの対応を図ってほ

しい。総合福祉センターの窓口対応も良くない。

・ 職員の言葉遣いなどに不快に思う ことがあるので改めてほしい。

・ 市役所の仕事はサービス業として、市民に対し丁寧な対応、市民の立場に立った対応をとって

ほしい。

●職員数の適正化【職員育成】

・ 出張所の職員数が、多いよう に見受けられる。正規職員と障害者の雇用とパート などの構成で

良いと思う 。

・ 窓口サービスは良好であったが、暇そう な人がいることが見られた。職員数が多いのではない

か。

●職員の規律【 職員育成】

・ 職員の規律ある行動を徹底する。

●議員数の適正化【議会運営・選挙】

・ 議員数の削減も必要である。
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１０． 分野に位置付けられないその他の意見

・ コミ バスの専門会議の開催について今回の討議会の最終日多数決をとってみてはどう か。

・ 目の前の要望陳情ではなく 中長期的問題、共通の問題を中心にまとめた方が良いのではない

か

・ 討議会の問題点

飲み物を用意して欲しい（ 冷やした座間の水）

自治会と の連携が弱い

外部の人の参加が無い

Ｐ Ｒ不足（ 議論の前提となる情報の提供？会議開催の PR？）
地図が無い


